
条 例

〇北海道知事等の給与等に関する条例の一部を改正する条例……（人事課） １

〇北海道緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条例

……………………………………………………………………（雇用労政課） １

条 例

北海道知事等の給与等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２３年１２月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道条例第６７号

北海道知事等の給与等に関する条例の一部を改正する条例

北海道知事等の給与等に関する条例（昭和２２年北海道条例第９号）の一部を次

のように改正する。

附則第１３項を次のように改める。

１３ 平成２４年１月１日から同月３１日までの間に限り、附則第１０項の規定の適用に

ついては、同項第１号中「１００分の７５」とあるのは、「１００分の６５」とする。

附 則

この条例は、平成２４年１月１日から施行する。

北海道緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条例をここに公布

する。

平成２３年１２月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道条例第６８号

北海道緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条例

北海道緊急雇用創出事業臨時特例基金条例（平成２１年北海道条例第６号）の一

部を次のように改正する。

附則第２項中「平成２５年３月３１日」を「平成２６年３月３１日」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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